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多摩区地域福祉計画が掲げる基本理念の実現に向け、区民、地域活動者・地域組織・

関係団体、事業者、区社会福祉協議会、行政が連携し一体となって、自助・互助・共助・公

助の枠組を基に、地域課題の解決に向けてそれぞれができることを取り組んでいきま

す。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

地域活動者 
地域組織 
関係団体 

町内会・自治会、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会、ＮＰＯ法
人、ボランティア、老人クラブ、ＰＴＡ、地域包括支援センター、地域子
育て支援センター、障害者相談支援センター、ソーシャルデザインセ
ンター等 

事業者等 
介護サービス事業者、障がい福祉サービス事業者、病院、ＬＰガス協
会、新聞販売組合、水道検針等業務受託者、その他民間企業等 

 ５ 地域福祉計画の進め方 

w 様々な手法を用いて具体的な情報の発信を行う 

w 相談支援体制を充実させる 

w 関係各課と連携した総合的な支援を行う 

w 定期健診や健康づくりに取り組み、自ら健康管

理を行う 

w 防災訓練への参加や防災グッズの備蓄をする 

w 身近な地域活動について情報収集する 

w 近所の人や身近な人とあいさつし、普段から交

流をする 

w 町内会・自治会に加入する 

区民 

区（行政） 

w 地域の見守り、支え合いのため、声掛けをした

り、できる範囲のお手伝いをする 

w ボランティアとして活動する 

w 地域の交流の場をつくる 

w 様々な社会資源と連携・協働する 

w 医療・介護保険サービスを提供する 

w 質の高いサービスを提供する 

w 福祉の視点を取り入れた取組を行う 

地域活動者 
地域組織・関係団体 

事業者等 
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区社会福祉協議会 

w 区民の主体的な参加と活動を支援する 

w 地域に根ざした活動を行う 

w 地域福祉推進の中心的な存在として活動する 

自助 

互助 

共助 

公助 

 

 地域課題の解決に向けた具体的な取組 
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本計画の推進にあたっては、福祉、保健、医療、教育、まちづくりなど、幅広い分野に

関連していることから、地域包括ケアシステムの構築・推進に向けた施策の企画及び立

案等を行う「多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議」において、計画に含まれる取

組の進捗管理及び推進に関わる検討を行っています。 

また、学識経験者や関係機関・団体等で構成される｢多摩区支え合いのまちづくり推

進会議｣において、地域包括ケアシステムの推進に関する取組や本計画等への意見を求

めるとともに、専門的な立場や区民の視点で計画の推進及び進捗管理等の点検を行い

ます。その後、「川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、区計画の点検結

果を踏まえ、川崎市地域福祉計画と一体的に、地域福祉施策の評価等を行っていきま

す。 

さらに、「川崎市地域福祉活動計画」を策定している市・区社会福祉協議会と地域の

課題や情報を共有し、相互に連携しながら、支え合いのまちづくりを進めていきます。 

 

【第７期計画の推進体制】  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ＰＤＣＡサイクル】  

 多摩区地域福祉計画の推進にあたっては、「Plan（計画をたてる）→ Do（計画に取り組む）

→ Check（計画を確認する）→ Action（計画を見直す）」といういわゆる「ＰＤＣＡサイクル」

によって行います。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

多摩区 

社会福祉協議会 

川崎市 

地域福祉活動計画 

多摩区 

地域包括ケアシステム

推進本部会議 

多摩区 

支え合いの 

まちづくり推進会議 

多摩区地域福祉計画 

川崎市社会福祉審議会地域福祉専⾨分科会 

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン 

  連携 

Check (計画を確認する) 
 

Action(計画を見直す) 
 

Plan(計画をたてる) 
 

Do (計画に取り組む) 
 

連携 
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多摩区・地区社会福祉協議会の取組 

１－１ 多摩区社会福祉協議会の概要・取組 
  

社会福祉協議会（「社協」）は、社会福祉法に定められた公益性の高い民間の福祉団体です。

地域でみんなが幸せに安心して暮らせるようになるにはどうしたらいいか、様々な人・団体が

集まって話し合い、『お互いに支え合い、助け合いながら暮らせるまちづくり』を進めることを

目的に組織されています。 

 

【福祉を知る・学ぶ機会づくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日常生活での困りごとの支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域福祉活動の財源確保】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  コラム 

ボランティア講座の開催 

      

情報の発信 

 

福祉教育の推進 

 
ボランティア活動に必要な知識

や技術の習得を目的とした講座

や、学生を対象とした夏休みボラ

ンティア体験講座 

「チャレンジボ 

ランティア（通称 

チャレボラ）」を 

開催しています。 

      

学校での福祉学習を支援する

ために教職員と福祉学習支援者

を対象とした交流会や、親子を対

象とした「親子参 

加講座」、地域の 

方を対象とした 

福祉セミナー等を 

開催しています。 

      

区社協広報紙「区社協だより

[多摩]」や、ボランティア情報誌

[たまぼら]の発行の他、ホームペ

ージや Facebook を活用して、

福祉についての情 

報を発信し、啓発 

活動を行っていま 

す。 

あんしんセンター 

      

福祉車両貸出サービス 

 

車いす等福祉用具の無料貸出 

 

共同募金運動の推進 

      

寄付金品の受入・配分 

 

賛助会員の募集 

 

福祉サービスの利用や日常的

な金銭管理などに援助が必要な

高齢者や障がいのある方が安心

して地域で生活ができるように 

日常生活自立支援事業を実施し

ています。また、成年後見制度の

利用相談、普及啓発を行っていま

す。 

区内在住で介護保険等の公的

な貸出制度の利用ができない高

齢者や障がい者、疾病等の方に短

期間無料で車いすを貸出していま

す。また、講座向けに 

は車いすの他、高齢者 

疑似体験セットなどの 

貸出しも行っています。      

公共交通機関の利用が困難な

区内在住の高齢者や障がい者の

方で、福祉車両が無いと移動がで

きない方を対象に、福祉車両を貸

出しています。   

共同募金には、１０月 1日から

の赤い羽根募金、１２月 1日から

の年末助け合い募金があります。      

  募金は地域の福祉活動を支え

るために使われま 

す。区社協は共同         

募金会の事務局を          

担っています。 

社協の事業に賛同し、資金面で

社協活動を支援していただく「賛

助会員」を、地区社協と協力し毎

年募集しています。賛助会費は

区・地区社協が行う福祉活動を支

えるための財源として幅広く役立

てられています。 

地域の皆様から寄せられた寄

付金品の受入を行っています。寄

せられた寄付金を財源として、区

社協の会員である障がい者等当

事者団体やボランティアグループ

を対象に、活動費とし 

て助成しています。 
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多摩区社会福祉協議会は、町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、障がい者等当事者

団体、ボランティアグループなど、地域の福祉関係団体により構成されています。 

「見守り支え合う多摩区」をめざして事業を展開し、様々な地域福祉活動を行っています。 

 

【地域福祉活動の展開、支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種相談】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委託事業・指定管理事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

地区社協福祉協議会の活動支援 

      

地域の行事への参加・協力・支援 

 

多世代交流事業 

 

ボランティア相談 

      

生活福祉資金貸付事業 

 

福祉教育相談 

 

福祉パルたま 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぼくの名前は「 ミサタマドン」 。 みまもり・ ささえあうたまくをめざして 

みんなが幸せに暮らせるように願っている恐竜だよ。 

多摩区社協キャラクター 

「ミサタマドン」 

 

地区社協は地域に住む方々が

会員となり、支え合い助け合いの

活動を展開している任意団体で

す。区内の５つの地区社協と連携

して、地域 

福祉を推進 

しています。 

      

区内の老人いこいの家を会場

として、高齢者と大学生の交流事

業「スマホの使い方を気軽に聞け

る交流会」や、子育て中の親子か

ら高齢者までが集える地域多世

代交流「おしゃべりサロンいちに

のさん！」を開催しています。      

「多摩ふれあいまつり」や「たま

たま子育てまつり」に事務局とし

て協力・支援するほか、参加団体

として出店しています。また、広

報・啓発活動の一環として、毎年

「多摩区民祭」に参加し、参加型の

区社協ＰＲ活動を行っています。      

ボランティアに関する様々な相

談を受付け、活動の紹介や調整を

行っています。また、パサージュた

まや多摩ふれあいまつりなどの会

場でボランティア 

相談会「たまぼら 

ひろば」を開催し 

ています。 

      

学校の福祉に関する授業や町

内会、企業、団体などからの福祉

教育の実施についての相談に応

じています。希望に沿った学習プ

ログラムの提案や、         

講座の企画・調整、福        

祉情報の提供などの        

お手伝いをします。 

     

低所得世帯や高齢者、障がい者

世帯などが自立し、安定した生活

を送れるよう、一時的な資金の貸

付と必要な相談支援を行ってい

ます。貸付には条件・基準があり

ます。 

     

老人いこいの家 

      
川崎市が地域福祉活動の拠点施設として各区に

設置している福祉パルたまの管理運営を受託して

います。社会福祉の推進・理解を目的とした研修会

や行事で利用できます。 

開館時間：午前９時～午後５時（火・木曜日は午後９時まで）

休館日：第２・４・５日曜日、国民の祝日、年末年始 

※第１・３日曜日の利用は、利用日の１０日前までに

予約が必要 

【研修室】 定員４０人 事前申込制 

【ボランティアコーナー】 定員１８人 当日先着制      

高齢者の健康増進を図ることを目的とし、教養

の向上やレクリエーション活動の場を提供する施設

です。いこいの家の主催事業に参加する他、団体活

動の場として利用できます。また、地域の方がサロ

ンやミニデイ、ふれあい会食活動を行っています。     

 多摩区には７館（登戸・菅・南菅・中野島・錦ヶ丘・

枡形・長尾）のいこいの家があります。 

対象：６０歳以上の川崎市内在住の方 

開館時間：午前９時～午後４時 

休館日：日曜日、国民の祝日（敬老の日は除く）、年末年始      
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１－２ 各地区社会福祉協議会の概要・取組 
 

 多摩区内には、5 つの地区社会福祉協議会（任意団体）があり、地域の福祉課題の解決に

向け、地域住民全員が福祉の担い手となり、住民同士がお互いに「支え合うこと」を目的と

して様々な活動を展開しています。 

構成員や活動内容は、それぞれの地区社会福祉協議会によって異なりますが、その多く

は町内会・自治会、民生委員児童委員、保護司、社会福祉に関する団体等によって構成さ

れ、様々な福祉活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登戸地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

福祉パルたま、登戸いこいの家 

●主な事業 

広報誌の発行、ふれあい型老人会食会、 

障がい児・者との「クリスマス会」、七夕まつり、 

登戸小学校「登戸フェスティバル」への参加、 

登戸福祉まつり など                       ●●●●●●●●●●●●● 

菅地区社協 

中野島地区社協 

登戸地区社協 

稲田地区社協 

生田地区社協 
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生田地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

生田出張所、福祉パルたま、錦ケ丘・枡形いこいの家 

●主な事業 

広報誌の発行、福祉感謝の集い、 

長寿をたのしもう！、子育て支援「ニコニコ広場」、 

中学校生活指導担当教諭との交流、 

中学生が語る会、お年寄りのつどい、会食会 など        中学生が語る会 

菅地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

  菅会館、菅いこいの家  

●主な事業 

広報誌の発行、社会福祉のつどい、 

高齢者等への手紙発送（暑中見舞い、年賀状等）、 

親子で座禅体験、高齢者・障がい者体験学習、 

老人会食活動、ミニデイサービスありのみ会 など        社会福祉のつどい 

中野島地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

中野島いこいの家、中野島会館、多摩川の里、小学校 

●主な事業 

心の癒しコンサート、社会福祉のつどい、 

一人暮らし高齢者への年賀状友愛訪問、 

子供教育のための施設見学、広報誌の発行、 

ミニデイサービスたんぽぽ、老人会食会 など           社会福祉のつどい 

稲田地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

長尾いこいの家、宿河原会館 

●主な事業 

広報紙の発行、体力測定、健康ウォーキング、 

相撲大会、文化作品展、クリスマス会、 

障がいのある子ども・家族とのバスハイク、 

地域福祉のつどい など                   ●●●●●●●●●●●●● 
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